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抄　　録

　神奈川県立保健福祉大学では、学術・教育交流に関する連携協定を締結しているハノイ医科大学の

管理栄養士養成課程における臨床栄養学関連科目の教育支援を実施している。本課程の卒業生は、将

来的に医療機関等に就職することが考えられるが、ベトナムの医療機関における栄養ケア・マネジメ

ント（以下、NCM）、給食管理等の実態は明らかとなっていない。本研究では、ハノイ医科大学病院

（以下、HMUH）のNCM及び給食管理の実態把握を目的として調査した。

　デザインは、観察研究とし、訪問インタビュー方式を用い、HMUHのカウンターパート２名への

インタビューを実施した。調査項目は、NCMシステム及び給食管理体制に関する事項とした。

　NCMシステムの中で、栄養スクリーニングは、入院患者の40〜50%、栄養必要量等の算出などの

栄養ケア計画は、ICU、外科患者を主として実施されていた。給食管理においては、一定の給食管理

体制が整備されていたが、Hazard Analysis and Critical Control Point（HACCP）システムの完全な

導入には至っていなかった。

　今後、本学とハノイ医科大学との学術・教育交流に関する連携協定に基づいた、管理栄養士養成へ

の臨床栄養学関連教育の推進を通してのHMUHにおけるNCM及び給食管理システム構築への支援が

必要と考えられた。
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はじめに

　近年、低栄養と肥満や過体重などの過剰栄養や生

活習慣病が個人内、家庭内あるいは国家内に同時に

存在する栄養不良の二重負荷（Double  burden  of 

malnutrition、以下、DBM）が大きな栄養問題とし

て取り上げられている１）。ベトナムにおいても、低

栄養状態にある乳児の割合が国際的に高い水準を維

持しているが２）、都市部では肥満の急速な増加がみ

られる３−７）など、DBMの問題が存在している。

　ベトナム政府は、DBM等の国民の栄養状態を改

善するために、2012年２月に2011年から2020年まで

の国家的な栄養戦略を発表し、2020年までに達成す

る栄養改善のための目標値をあげた２）。その一つが、

病院における管理栄養士の配置の目標値を、2020年

までに中央都市で100％、地方主要都市で75%とし

ていることである。現在、世界的には、栄養学分野

の専門職として存在するのは管理栄養士であるが、

ベトナムには管理栄養士が存在していないことか

ら、病院では医師の研修生や看護師が栄養管理の業

務にあたっているのが現状である。その実態は不明

な点が多く、今後のベトナムにおける管理栄養士の

活動を広げていくためには、適切な栄養ケア・マネ

ジメント（Nutritional  Care Management：以下、

NCM）の確立が必要となっている。

　ベトナム政府が発表した栄養戦略の中には、これ

らの目標を達成するために医師養成課程や医師以外

の養成課程において栄養の専門家を育成するプログ

ラムを立ち上げることが重要項目として挙げられて

いる。そこで2013年にベトナム初の管理栄養士養成

課程がハノイ医科大学に新設され、教育が開始され

た。神奈川県立保健福祉大学（以下、本学）におい

ては、2014年２月にベトナム行政関係者の本学への

視察を受け入れ、３月にはハノイ医科大学・国立栄

養研究所と、「ハノイ医科大学における栄養学教育

に関する協定」及び「学術・教育交流に関する協定」

の締結を行い、2015年３月から臨床栄養学関連分野

の教育支援を実施している。

　今後、本学とハノイ医科大学との学術・教育交流

を推進する一環として、将来的にハノイ医科大学の

卒業生の主たる就職先と考えられるハノイ医科大学

病院（Hanoi Medical  University Hospital，以下、

HMUH）において、管理栄養士が活動するための

NCMの構築に向けた支援を行うことが重要と考え

られる。そこで、本研究では、HMUHの栄養管理・

給食経営管理に関する基礎的情報を収集することを

目的としたインタビュー調査を実施した。

方法

１．用語の定義

⑴栄養ケア・マネジメント（NCM）

　NCMとは、ヘルスケア・サービスの一環として、

個々に最適な栄養ケアを行い、その業務遂行上の手

順を効率的に実施することを目的とした活動と定義

し、栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養

ケア計画（栄養補給、栄養教育、多職種による栄養

ケア）、実施・チェック、モニタリングとNCM全体

の評価と継続的品質改善の６つの構成要素が含まれ

るものとする８）。本研究では以下の項目を取り上げ、

下記のとおり定義する。

・ 栄養スクリーニング：対象者の栄養状態（低栄養

状態及び過剰栄養状態）のリスクを判定する過程。

・ 栄養アセスメント：栄養リスクが高い者に対する、

栄養状態を身体計測、臨床検査、食事調査等によ

り詳細に評価・判定する過程。

・ 栄養ケア計画：栄養アセスメントの結果をもとに、

対象者個別に、栄養補給（適正エネルギー、栄養

素量の算定、経口栄養・経腸栄養・経静脈栄養等

の栄養補給法の策定）、栄養教育の実施、多職種

連携による栄養ケア（栄養関係者以外の医師、看

護師、薬剤師等が必要に応じて栄養ケア計画に参

画すること）の３点について栄養ケア計画を立案

する過程。

・ モニタリング：栄養ケア計画実施後、問題がなかっ

たかどうか評価・判定する過程。

⑵給食管理

　給食管理は、適切な品質の食事が患者に提供され

るための種々の管理をシステム化することと定義す

る９）。本研究では、以下の項目を取り上げ、下記の

とおり定義する。

・ 栄養計画：治療食の種類と給与栄養素量等の設定

基準の方法及び患者に適切な食事が提供されるた
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めの食種の決定方法。

・ 食事計画：栄養計画による食事内容の設計（献立

の作成）。

・ 情報管理：入院患者の食事箋の発行と処理方法、

食数管理方法。

・ 食材料管理：入院患者の食事を作成するのに必要

な食材料の調達方法及び病院での食材料の検品、

保管方法。

・ 生産管理：入院患者への栄養計画の目標である適

切かつ安全な食事であることを保証するための調

理作業工程及び衛生管理。

・ 施設・設備管理：食事が効率よく、衛生的に提供

されるための施設・設備の整備状況。

２．研究デザイン

　本研究は、訪問インタビュー方式を用いた観察研

究とした。

３．�調査実施項目・データの収集場所・インタビュー

実施者

　調査実施項目は、NCMに関する項目、及び給食

管理に関する項目とし、その他、HMUHの概要に

ついても実施した（表１）。データ収集場所は、

HMUHの栄養科とした。インタビューは、本研究

代表者である外山と協働研究者である向井によって

実施した。

４．研究参加者の選定

　研究参加者は、HMUHの栄養部門の科長及び栄

養指導医の２名とした。

５．研究参加者への倫理的配慮

　研究参加者に対して、英語による説明書を用いて、

英語による口頭で本研究の調査目的とインタビュー

実施内容及びインタビュー承諾は自由意志で決定で

きること、決定の是非に関わらず、何ら不利益を被

ることがないこと、承諾決定後も自由に撤回できる

ことを説明し、書面による承諾を得てからインタ

ビューを実施した。なお、この調査の実施に当たっ

ては、神奈川県立保健福祉大学研究倫理審査委員会

の承認を得た（保大第25-32）。

結果

１．病院の概要

　HMUHは、2008年８月に開院、病床数350、内科、

外科、耳鼻科、眼科、歯科　癌、リハビリテーショ

ン科、伝統的治療（ベトナム国における治療）、

Intensive Care Unit（以下、ICU）の診療科を擁し、

平均在院日数５〜７日間，外来患者１日1,500 〜

2,000人のハノイ市内の中心的な医療施設の１つで

ある。

表１　調査項目
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２．栄養部門の概要

　栄養部門は、2012年４月から、国の規定により、

病院に栄養部門を設置することが義務付けられてか

ら、病院給食の管理、患者の栄養管理等が実施され

ていた。スタッフは、栄養専門の医師（以下、栄養

指導医）３人、看護師４人、衛生管理担当者１名が

病院の職員であり、調理スタッフは委託会社の従業

員である。栄養指導医は、入院患者の献立作成、栄

養アセスメント、看護師は、栄養指導医の補助、衛

生管理担当者が施設内の環境保持と調理作業時の監

視が主たる業務として区分されていた。

３．NCMの実施

⑴栄養スクリーニング

　ICU、がん病棟、内科、一般外科、消化器外科の

５病棟で病棟看護師によるBody Mass Index（以下、

BMI）、体重減少率の２つの項目による栄養スクリー

ニングが入院患者の40 〜 50%に実施されていた。

⑵栄養アセスメント・栄養ケア計画

　栄養指導医が主治医の要請があった、ICU及び外

科病棟の経腸栄養法を実施する患者を対象にエネル

ギー等必要量の計算と経腸栄養の補給計画を立案し

ていた。

　栄養教育は、主治医から依頼された低栄養、糖尿

病、高血圧、心臓病患者、育児困難を有する母親を

主な対象として、栄養指導医により、１日５〜 10名、

１患者あたり30分程度の個人栄養教育が実施されて

いた。多領域による栄養ケアについては、実施され

ていなかった。

⑶モニタリング

　ICUを主として、静脈栄養、経腸栄養に関する栄

養ケア計画の実施のチェック・モニタリングを行っ

ているが、頻度は少ないとの回答を得た。栄養スク

リーニング、栄養アセスメントが実施されていない

経口栄養摂取患者の食事の摂取状況は把握されてい

なかった。

　　

４．給食管理

⑴栄養計画

　経口食は、常食及び糖尿病食、腎臓病食、肝臓病

食、高血圧食、消化器病食、心臓病食、痛風食、術

後食の治療食９種類に区分され、合計97食種が設定

されていた。各食種の栄養基準となるエネルギー及

び３大栄養素量は、栄養指導医が決定していた。患

者の食種は主治医が決定し、栄養部門に院内のオー

ダリングシステムを使用し、指示し、判断が困難な

場合に栄養指導医に相談する方式となっていた。た

だし、約60%の入院患者は、病院から提供される食

事を摂取しないで、外部業者のよるデリバリーを利

用するか家族の持ち込みによる食事に依存する状況

にあった。

⑵食事計画

　献立は、栄養指導医がコンピュータによる栄養計

算で作成していた。献立は、全て加熱料理とし、主

食（米飯）、肉または魚料理、野菜料理等から構成

されていた。

⑶情報管理

　病院内にはLocal Area Networkが整備されてお

り、４．⑴で述べた、オーダリングシステムにより

主治医から指示された食種は、栄養部門の端末にそ

の情報が取り込まれ、自動的に各食数として換算さ

れるシステムとなっていた。

⑷食材料管理

　食材料の発注先は、ベトナム国で定められた一定

の基準を満たした業者であり、使用食材料の集計及

び発注は、委託会社の社員が実施し、食材料の検収

は栄養部門の看護師によって実施されていた。毎早

朝、１日に使用する食材料が納品され、必要に応じ

て、使用するまで冷蔵庫（５℃）に保存していた。

⑸生産管理

　調理作業は、すべて栄養部門が提示する料理指示

票に基づいて実施されていた。第１段階である野菜

の下処理は、下処理室で行われ、その後、専用の調

理室で加熱調理が実施されていた。米飯、各料理は、

INOX鋼製のランチボックスに盛りつけられ（写真

１）、病棟への配膳時まで保存用のステンレスパン

に保存されていた。調理室内のHazard Analysis 

Critical  Control  Point（以下、HACCP）方式によ
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る衛生管理は実施されていないが、作業工程上、重

要となる点は、衛生管理担当者によって実施されて

いた。温度測定による厳密な調理物の衛生管理は実

施されていなかった。食中毒などの事故発生時の原

因究明の試料となる保存食は、調理した料理をそれ

ぞれタッパーに入れ、冷蔵庫（５℃）で48時間保存

されていた。

　委託業者スタッフによって病棟への運搬された食

事は、病棟看護師により患者に配膳され、病棟から

の下膳は、委託業者スタッフが実施していた。下膳

された食器は、洗浄後、105℃の乾燥機内で、次に

使用するまで保管していた。食器の衛生状況の確認

は、不定期に残留でんぷん及び残留脂肪の検査を実

施していた。

⑹施設・設備管理

　調理室内の施設・設備は、HMUHに栄養部門が

設置される以前から、外来・入院患者等用の食堂の

調理室に整備されたものであり、特に給食管理を実

施するためのものではなく、大量調理用機器の整備

もされていなかった。

考察

１．NCMの実施

　日本においては、2005年10月に、管理栄養士を含

む多職種連携によるNCM体制が介護保険の施設

サービスを対象に栄養マネジメント加算として介護

報酬上の評価に導入された。2007年度の診療報酬改

定では、患者の入院時に患者ごとの栄養状態の評価

を行い、常勤の管理栄養士、医師、薬剤師、看護師

その他の医療従事者が共同して、入院患者ごとの栄

養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計

画を作成している場合に栄養管理実施加算として算

定されることとなった。現在、全国の介護保険施設

の栄養マネジメント加算の算定率は、介護老人保健

施設で93.46%10）、特別養護老人ホームで99.6％となっ

ている11）。また、栄養管理実施加算は、全国的に実

施している医療機関が多いことから2012年度の診療

報酬改定において廃止された。この改定では、入院

基本料、特定入院料の中に栄養管理体制の確保が組

み込まれ、管理栄養士をはじめとして、医師、看護

師、その他の医療従事者が共同して栄養管理を行う

体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順を作成する

ことの要件が示された。現在、一部の有床診療所等

を除き、ほぼ全国の医療施設でNCM体制が整備さ

れている。このように、日本では、ここ12年の間に、

医療機関・介護保険施設で法的基盤のもとでNCM

が確立したものと考えられる。

　ベトナム国内では、NCMに対する医療保険報酬

は整備されていないが、HUMHでは、NCMの第一

段階である栄養スクリーニングが、BMI、体重減少

率の２項目を指標として、ICU、がん病棟、内科、

一般外科、消化器外科の５病棟、全体の患者の40〜

50%に実施されていた。栄養スクリーニングには、

主 観 的 包 括 的 評 価 法（subjective  global 

assessment：SGA）、MUST（malnutr i t i on 

universal  screening  tool）12）、MNAⓇ（mini 

nutritional  assessmentⓇ）13）などの方法があり、

BMI、体重減少率以外に、消化器症状の有無、食欲

状況等の項目が含められていることが一般的であ

る。また、栄養アセスメント・栄養ケア計画につい

ては、主治医の要請のあったICU及び外科病棟の経

腸栄養患者を対象に、エネルギー等必要量の計算と

経腸栄養の補給計画を栄養指導医が立案していた。

モニタリングもICU及び外科病棟の経腸栄養患者を

対象としていたが、その頻度は少なかった。以上の

点から、NCMの実施については、ICU、外科患者等、

限定的な範囲にとどまっている。これらは、NCM

を担当できる専門職の人的配置の不足も１つの要因

と考えられる。今後、HMUHでスクリーニングや

写真１　INOX鋼製のランチボックスに盛りつけられた
　　　　昼食時の常食
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経口摂取患者を含めたモニタリング等を充実させ、

NCMが全入院患者を対象として運営されるために

は、ベトナムの2020年までの国家的な栄養戦略に示

されてあるとおり、管理栄養士の病院への配置が促

進されることが必要である。さらに、NCMの機能

的な活動を実施するための、日本の管理栄養士によ

る教育支援及びベトナム国内でのNCM体制のため

の法的基盤も必要と考えられた。

２．給食管理

　経口食は、常食及び糖尿病食、腎臓病食、肝臓病

食、高血圧食、消化器病食、心臓病食、痛風食、術

後食の治療食９種類に区分され、合計97食種が設定

され、各食種の栄養基準となるエネルギー及び３大

栄養素量等は栄養指導医が決定していた。また、各

患者の食種は主治医が決定し、LANを使ったオー

ダリングシステムによって栄養指示箋が栄養部門に

送られ、各食種数の算定、各種食材料必要量が自動

計算されるなど機能的な情報管理が確立していた。

一方、全入院患者の40％が病院から提供される食事

を摂取しているが、他の患者は、家族の持ち込みか

デリバリー業者に食事を依存していた。HMUHの

１日の食費は、最も低価な術後食１で45,000VND

（238円）、最も高値な術後食２で82,000VND（434円）

となっている。海老沢らの報告によると、ベトナム

の都市部における１家庭１か月当たりの食費は、

2,410,000VNDで、平均的な家族構成員が４名となっ

ている14）。これから、１人１日当たりに換算すると、

約20,000VNDとなる。2009年から2015年までのベト

ナムの消費者物価指数が4.09 〜 18.67％を推移して

いることをもとに15）、2015年における１日１人当た

りの食費は、約22,000VNDと推定できる。病院の１

日の食費はその２倍以上であることも、病院の食事

を喫食しない患者が60％を占める要因となっている

ことが考えられた。一方、ベトナム南部の大都市で

あるホーチミン市にある2,000床規模のチョーライ

病院では、絶食中の患者を除き、全員に病院食が提

供されている16）。この病院の食事の１日の費用は、

HMUHとほぼ同額の42,000 〜 50,000VNDであり、

保険適用外のため、患者が毎日支払うシステムと

なっている。しかし、貧困者には免除されているこ

とが全員の食事が提供できている要因の１つとなっ

ていることが考えられる。このように、ベトナム国

内で病院間の患者食の提供へのシステムが異なって

いた。日本の病院給食は、戦後、GHQの指導のも

とで、1948年に病院食と病院栄養士が法的に位置づ

けられ、1950年の完全給食制度による食事の量の確

保、1958年の基準給制度による食事の質の確保など

法的基盤のもとで入院患者全員への食事を提供して

きたという歴史がある。今後、ベトナム国内の全病

院において、入院患者全員への病院食の提供を実施

するためには、これらの法的基盤の整備が求められ

るものと考えられる。

　次に、食材量管理、生産管理、衛生管理について

は、食材量の保管、食事作成工程における調理スタッ

フへの指示、衛生管理の監視など、一定の範囲で適

切な食事が提供されるシステムが構築されていた。

一方、作業区域の明確な区分がされていない、保存

食が冷凍で管理されていないなど、HACCPシステ

ムに基づいた管理は完全に実施されていない状況に

あった。日本で、調理作業区域の明確な区分、必要

な設備機器の設置、保存食の管理方法、調理物の中

心温度の測定とその記録など、給食施設のHACCP

システムの徹底が図られたのは、1996年５〜８月に

岡山、愛知、大阪で発生したO-157による6,000人を

超す集団食中毒事件をきっかけとして「大量調理施

設衛生管理マニュアル」（厚生労働省　平成９年３

月24日付け衛食第85号，最終改正平成25年３月29日

付食安発0329第１号）が制定されてからのことであ

る。HMUHで、HACCPに基づいた生産管理、衛生

管理等が実施されるためには、本学とハノイ医科大

学の連携協定のもとでの、管理栄養士の養成教育の

支援とともに、HMUHにおける給食システム整備

に向けたベトナム国内での法的基盤の整備も重要で

あると考えられた。

結論

　HMUHでは、NCM及び給食管理については、一

定の範囲で管理されていたが、十分とは言えない状

況にあった。今後、本学とハノイ医科大学との学術・

教育交流に関する連携協定に基づいた、ハノイ医科

大学における管理栄養士養成への臨床栄養学・栄養

教育関連教育の推進を通してのHMUHにおける
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NCM構築及び給食管理システム構築への支援が必

要と考えられた。
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